
2025（R7）年の年末調整の留意点  

 
2025（R7）年の年末調整について紹介いたします。税制改正により、基礎控除等の変更・特定親族特別

控除の改正がありました（既報 333 号、334 号参照）。その対応を年末調整時に行いますので、従業員等

から「扶養控除等（異動）申告書」等の提出の有無・内容の再確認を受けるようにしてください。 

 今回の税制改正により扶養親族等の所得要件の引上げがあり、前年まで所得要件により除外していた

親族が新たに扶養親族等に該当した場合*、2025（R7）年の「扶養控除等（異動）申告書」に追加記載が必

要になります。（［異動月日及び事由］欄に［2025（R7）年１２月１日改正］と記載） 

*「扶養控除等（異動）申告書」に記載する扶養親族等は「合計所得が 58 万円以下（給与収入のみの場

合年収 123 万円以下）」の人 

特に大学生に相当する年代（19～22 歳）に対して、今年度より「特定親族特別控除」が税制改正で新設

されたことに伴い、特定扶養親族または特定親族*に該当するかの確認が必要になります。 

＊特定親族：「合計所得 58 万円超 123 万円以下（給与収入のみの場合年収 123 万円超 188 万円以下）」  

 特定親族に該当する方を「特定親族特別控除申告書」に記載します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意：特定親族に該当した場合、2025（R7）年度「扶養控除等（異動）申告書」には記載しません。 

    重複して記載しないように留意下さい（特定親族特別控除の対象者は扶養控除の重複適用不可） 

 2025（R7）年の年末調整で特定親族に該当した方のう

ち、右図の「源泉控除対象親族」の条件に該当する特定

親族＊は、「2026（R8）年扶養控除等（異動）申告書」に

記載を行います。 

＊特定親族のうち、2026（R8）年の合計所得金額が

100 万円以下（給与収入のみの場合：年収 165

万円以下）と見込まれる方（右図黄色枠） 
 

 

＠１１月の予定  

１１/１０・１０月分源泉所得税 

・住民税の特別徴収税額納付期限 

１２/ １・９月決算法人の確定申告 

・3,6,12 月決算の消費税及び地方消費税の中間申告 

 

《休業日》土曜・日曜・祝日 
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扶養親族（特定（扶養）親族含む）の確認 

特定親族特別控除申告書の記載 

2026（R８）年分の「扶養控除等（異動）申告書」の確認 
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